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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画を撮影可能な撮像手段と、
　前記撮像手段により撮影する環境が水中か否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、撮影する環境が水中であると判定した場合には、前記撮像手段で
の動画の記録中に、記録状態であることを示す表示アイテムを表示画面の有効表示領域の
複数の辺に表示するように制御する表示制御手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記判定手段によって撮影する環境が水中でないと判定した場合には、前記撮像手段で
の動画の記録中に、記録状態であることを示すアイコンを表示画面の有効表示領域の１辺
に表示するように制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、固定の動画記録予定時間の動画を撮影する動作モードで撮影を行
う場合には、前記撮像手段での動画の記録中に、前記動画記録予定時間に対する現在まで
の記録状態の進捗表示を行い、前記判定手段によって撮影する環境が水中であると判定さ
れた場合とそうでない場合とでは前記進捗表示の色を異なる色で表示するように制御する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　動画を撮影可能な撮像手段と、
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　水中での撮影のための撮影モードを含む複数の撮影モードのいずれかに設定する設定手
段と、
　前記水中での撮影のための撮影モードに設定されている場合には、前記撮像手段での動
画の記録中に、記録状態であることを示す表示アイテムを表示画面の有効表示領域の複数
の辺に表示するように制御する表示制御手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項５】
　前記水中での撮影のための撮影モードに設定されていない場合には、前記撮像手段での
動画の記録中に、記録状態であることを示すアイコンを表示画面の有効表示領域の１辺に
表示するように制御することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、固定の動画記録予定時間の動画を撮影する動作モードで撮影を行
う場合には、前記撮像手段での動画の記録中に、前記動画記録予定時間に対する現在まで
の記録状態の進捗表示を行い、前記水中での撮影のための撮影モードに設定されている場
合とそうでない場合とでは前記進捗表示の色を異なる色で表示するように制御することを
特徴とする請求項４または５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記水中での撮影のための撮影モードは、青みをおさえたホワイトバランスに調整され
る撮影モードであることを特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　動画を撮影可能な撮像手段と、
　水中パックに収納されているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって水中パックに収納されていると判定した場合には、前記撮像手段
での動画の記録中に、記録状態であることを示す表示アイテムを表示画面の有効表示領域
の複数の辺に表示するように制御する表示制御手段とを有することを特徴とする撮像装置
。
【請求項９】
　前記判定手段によって水中パックに収納されていないと判定した場合には、前記撮像手
段での動画の記録中に、記録状態であることを示すアイコンを表示画面の有効表示領域の
１辺に表示するように制御することを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、固定の動画記録予定時間の動画を撮影する動作モードで撮影を行
う場合には、前記撮像手段での動画の記録中に、前記動画記録予定時間に対する現在まで
の記録状態の進捗表示を行い、前記判定手段によって水中パックに収納されていると判定
した場合とそうでない場合とでは前記進捗表示の色を異なる色で表示するように制御する
ことを特徴とする請求項８または９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記表示アイテムは、前記複数の辺に沿った枠であることを特徴とする請求項１乃至１
０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記表示アイテムは赤色で表示されることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１
項に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記表示アイテムは、青の補色または緑の補色で表示されることを特徴とする請求項１
乃至１２のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記表示アイテムを表示している状態で動画の記録が終了したこ
とに応じて、前記表示アイテムを非表示とするように制御することを特徴とする請求項１
乃至１３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
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　前記撮像装置は、水中パックに収納可能であることを特徴とする請求項１乃至１４のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記表示画面の明るさを調整可能な輝度調整手段を有し、
前記輝度調整手段は、前記撮像手段での動画の記録中に前記表示アイテムを前記複数の辺
に表示する場合には、前記撮像手段での動画の記録中に前記表示アイテムを前記複数の辺
に表示しない場合より明るく表示するように調整することを特徴とする請求項１乃至１５
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　動画撮像工程と、
　前記動画撮像工程により撮影する環境が水中か否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程により、撮影する環境が水中であると判定した場合には、前記動画撮像工
程での動画の記録中に、記録状態であることを示す表示アイテムを表示画面の有効表示領
域の複数の辺に表示するように制御する表示制御工程とを有することを特徴とする撮像装
置の制御方法。
【請求項１８】
　動画撮像工程と、
　水中での撮影のための撮影モードを含む複数の撮影モードのいずれかに設定する設定工
程と、
　前記水中での撮影のための撮影モードに設定されている場合には、前記動画撮像工程で
の動画の記録中に、記録状態であることを示す表示アイテムを表示画面の有効表示領域の
複数の辺に表示するように制御する表示制御工程と
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１９】
　動画撮像工程と、
　水中パックに収納されているか否かを判定する判定工程と、
前記判定工程によって水中パックに収納されていると判定した場合には、前記動画撮像工
程での動画の記録中に、記録状態であることを示す表示アイテムを表示画面の有効表示領
域の複数の辺に表示するように制御する表示制御工程とを有することを特徴とする撮像装
置の制御方法。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項１乃至１６のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるプログラム。
【請求項２１】
　コンピュータを、請求項１乃至１６のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段とし
て機能させるプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置及び撮像装置の制御方法に関し、特に、水中で動画撮影を行うために
用いて好適な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラやデジタルカメラ等の撮像装置の周辺アクセサリとして、カメラ本体に装
着することで水中での撮影を可能にする水中（防水）ケース（水中パック、水中ハウジン
グ）がある。特許文献１には、カメラが水中ハウジングに収納されているか否かを判定し
、水中ハウジングに収納されていると、水中での撮影に適した撮影モードに設定すること
を可能としたカメラが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１９４９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　水中パックを撮像装置に装着して水中撮影を行う時は、撮像装置のディスプレイの見え
方が通常時より悪いため、撮り逃し等の撮影ミスを起こす可能性がある。これは、水中パ
ックを装着した影響、水中の透明度の影響を受けること、撮影者が水中ゴーグル等を装着
したこと等により、重要な情報の一つである記録状態表示アイコンの視認性が悪いこと等
が考えられる。
【０００５】
　水中パックを撮像装置に装着して水中撮影を行う時に、記録状態表示アイコンが確認で
きないと、記録しているかどうかが確認できないため、撮影対象を撮影したつもりであっ
ても、撮影できていなかったといった問題点があった。
　本発明は前述の問題点に鑑み、水中撮影を行っていることをユーザに確実に認識させる
ことができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、動画を撮影可能な撮像手段と、前記撮像手段により撮影する環境
が水中か否かを判定する判定手段と、前記判定手段により、撮影する環境が水中であると
判定した場合には、前記撮像手段での動画の記録中に、記録状態であることを示す表示ア
イテムを表示画面の有効表示領域の複数の辺に表示するように制御する表示制御手段とを
有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、水中撮影を行っていることをユーザに確実に認識させることが可能と
なり、水中撮影時に発生する撮り逃し等の撮影ミスを抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態の撮像装置の構成、外観、水中ケース装着時の外観を示す図である。
【図２】実施形態に係る撮像装置の表示画面の表示例を表す図である。
【図３】実施形態に係る水中ケース装着時の視野範囲を示した図である。
【図４】第１の実施形態に係る動画記録時の動作を示したフローチャートである。
【図５】実施形態に係る撮像装置の表示画面の表示例の変形例を表す図である。
【図６】スナップ記録時の動作を示したフローチャートである。
【図７】第２の実施形態に係る動画記録時の動作を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１（ａ）は、本発明の実施形態に係わる撮像装置の内部の構成例を示すブロック図で
ある。
　本実施形態では、撮像装置の一例として、デジタルビデオカメラを挙げて説明する。
　本デジタルビデオカメラは、水中で撮影する環境に適したカメラ設定を自動で行う水中
モードを備え、ユーザ操作によって水中モードへ切り替えることができるとする。
【００１０】
　本デジタルビデオカメラにおいて、ＣＰＵ１０７は、プログラム・データ記憶部１０８
からプログラムを読み込み、これに従ってデジタルビデオカメラ全体の動作を制御する演
算装置である。読み込まれたプログラムは、ＣＰＵ１０７に複数のタスクを並列に実行さ
せるための機能を備えており、ＣＰＵ１０７の制御によって「モード制御タスク」、「カ
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メラ制御タスク」、「レコーダ制御タスク」及び「表示制御タスク」が動作する。表示制
御タスクを実行するＣＰＵ１０７が、「表示制御手段」としての機能を果たす。また、一
時記憶部１０３の一部は、ＣＰＵ１０７のワーク領域として機能し、下記の動画用フレー
ムバッファ、ＯＳＤ用フレームバッファを提供する。
【００１１】
　カメラ部１０１は、被写体からの光を結像させるためのレンズ、レンズによって結像さ
れた被写体像を光電変換する撮像素子、撮像素子を駆動する回路等により構成され、アナ
ログ映像信号を生成する動画撮像を行う。映像処理部１０２は、カメラ部１０１から入力
されたアナログ映像信号をデジタルの動画データにし、適切に補正する。カメラ部１０１
及び映像処理部１０２の動作は、ＣＰＵ１０７が実行するカメラ制御タスクによって制御
される。
【００１２】
　エンコーダ・デコーダ部１０４は、映像処理部１０２からの動画データを符号化する。
エンコーダ・デコーダ部１０４によって符号化された動画データは、一時記憶部１０３に
一旦記憶されたのち、付随する管理データとともに動画記憶部１０５に記憶される。動画
の再生時は逆に、動画記憶部１０５から読み出された符号化された動画データ（画像デー
タ）が一時記憶部１０３を介してエンコーダ・デコーダ部１０４で復号化され、再び一時
記憶部１０３内の動画用フレームバッファに展開される。エンコーダ・デコーダ部１０４
及び動画記憶部１０５の制御は、ＣＰＵ１０７が実行するレコーダ制御タスクによって制
御される。
【００１３】
　動画記憶部１０５から読み出された管理データは、ＯＳＤ（On Screen Display）デー
タ、すなわち、撮影画像もしくは再生画像に重畳される文字表示やＧＵＩ（Graphical Us
er Interface）の生成に利用される。そして、生成されたＯＳＤデータは、一時記憶部１
０３内のＯＳＤ用フレームバッファに描画される。
【００１４】
　動画用フレームバッファとＯＳＤ用フレームバッファの各内容は、表示制御部１１０で
重畳されて、ＬＣＤパネル１１１に表示される。操作キー１０６、タッチパネル１０９は
いずれもユーザによる動作指示を受け付けるための操作部である。
【００１５】
　図１（ｂ）は、本デジタルビデオカメラの外観図である。本デジタルビデオカメラは、
カメラ部１０１（図１（ａ））を有する本体部１１３と、ヒンジによって本体部１１３に
回動可能に取り付けられたバリアングル液晶部１２０とを有する。バリアングル液晶部１
２０は、ＬＣＤパネル１１１とタッチパネル１０９とにより構成されている。
【００１６】
　例えば、光の透過率がＬＣＤパネル１１１の表示を妨げないようにタッチパネル１０９
を構成し、ＬＣＤパネル１１１の表示面の上層に取り付ける。そして、タッチパネル１０
９における入力座標と、ＬＣＤパネル１１１上の表示座標とを対応付ける。これにより、
あたかもユーザがＬＣＤパネル１１１上に表示された画面を直接的に操作可能であるかの
ようなＧＵＩを構成することができる。なお、タッチパネル１０９は、抵抗膜方式や静電
容量方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、画像認識方式、光センサ方式等
、様々な方式のうちいずれの方式のものを用いてもよい。
【００１７】
　また、ＣＰＵ１０７は、タッチパネル１０９に対する以下の操作を検出できる。タッチ
パネル１０９を指やペンで触れたこと（以下、タッチダウンと称する）。タッチパネル１
０９を指やペンで触れている状態であること（以下、タッチオンと称する）。タッチパネ
ル１０９を指やペンで触れたまま移動していること（以下、ムーブと称する）。タッチパ
ネル１０９へ触れていた指やペンを離したこと（以下、タッチアップと称する）。タッチ
パネル１０９に何も触れていない状態（以下、タッチオフと称する）。これらの操作や、
タッチパネル１０９上に指やペンが触れている位置座標は、ＣＰＵ１０７に通知され、Ｃ
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ＰＵ１０７は通知された情報に基づいてタッチパネル１０９上にどのような操作が行なわ
れたかを判定する。
【００１８】
　ムーブについては、タッチパネル１０９上で移動する指やペンの移動方向についても、
位置座標の変化に基づいて、タッチパネル１０９上の垂直成分・水平成分毎に判定される
。また、タッチパネル１０９上をタッチダウンから一定のムーブを経てタッチアップをし
たとき、ストロークを描いたことと判定される。
【００１９】
　素早くストロークを描く操作をフリックと呼ぶ。フリックは、タッチパネル１０９上に
指を触れたままある程度の距離だけ素早く動かして、そのまま離すといった操作であり、
言い換えればタッチパネル１０９上を指ではじくように素早くなぞる操作である。所定距
離以上を、所定速度以上でムーブしたことが検出され、そのままタッチアップが検出され
るとフリックが行なわれたと判定される。また、所定距離以上を、所定速度未満でムーブ
したことが検出された場合はドラッグが行なわれたと判定される。
【００２０】
　ＣＰＵ１０７によって実行されるモード制御タスクは、次のように動作する。すなわち
、操作部（操作キー１０６、タッチパネル１０９）からの指示、他タスクからの要求、あ
るいはモード制御タスク自身が管理する内部状態の変化に従って、デジタルビデオカメラ
全体の動作状態を遷移させ、各タスクへイベントを通知する。
【００２１】
　図１（ｃ）は、デジタルビデオカメラに水中パックを装着した時の外観を示す図である
。水中パックは、カメラ全体を覆うように装着可能なアクリルケース部分１１２と、水中
でのズーム操作を可能とする水中ズームレバー１１６と、水中での記録開始・停止を可能
とする水中記録キー１１５と、グリップ部である水中グリップ１１４によって構成される
。
【００２２】
　図２は、撮影状態においてＬＣＤパネル１１１に表示される画面の表示例と、水中での
ＬＣＤパネル１１１の見え方を示す模式図である。
　図２（ａ）は、水中モードでない場合（通常撮影モードの場合）の動画記録中における
ＬＣＤパネル１１１に表示される画面の一例を示す図である。ＬＣＤパネル１１１には、
カメラ部１０１で撮像された画像が全画面表示されており、被写体画像の例として被写体
２１０が表示されている。
【００２３】
　画面の上部には、デジタルビデオカメラ本体の情報である撮影時間情報２０３と録画状
態アイコン２０４と残バッテリ情報２０５がＯＳＤで表示されている。画面上にはさらに
、いずれもタッチによる操作が可能であることを示すタッチボタンであるＦＵＮＣボタン
２０１、フォトボタン２０２が、それぞれＯＳＤで表示されている。
【００２４】
　ＦＵＮＣボタン２０１を押して遷移した画面から、撮影モードを選択することができ、
水中モードへの切り替えも、このＦＵＮＣボタン２０１から行うことが可能である。
これら、ＯＳＤで表示される項目は、撮像映像に重畳されて付加情報として画面表示され
るもので、「表示アイテム」と称する。この例では、撮影時間情報２０３、録画状態アイ
コン２０４、残バッテリ情報２０５及び前述したタッチボタン類が表示アイテムである。
【００２５】
　デジタルビデオカメラは、少なくとも画像を再生するための再生モードと、撮影を行う
ための撮影モードとで、切り替えて使用することができ、撮影モードとしては、オートモ
ードやマニュアルモード、複数のシーン別撮影モードを備えている。シーン別撮影モード
とは、撮影シーン別にその撮影シーンに適したシャッター速度や絞り値、ストロボ発光状
態、感度設定、ホワイトバランス（ＷＢ）設定等を組み合わせることによって実現される
撮影モードである。デジタルビデオカメラは、例えば、以下に記す（１）～（１０）のシ
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ーン別撮影モードを備えている。但し、これらのシーン別撮影モードに限定されるもので
はない。
（１）水上撮影モード（ビーチモード）：太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物など
が暗くならずに撮影可能なモード。
（２）夜景撮影モード：人物にストロボ光をあて、背景を遅いシャッター速度で記録する
、夜景シーンに特化したモード。
（３）打ち上げ花火撮影モード：打ち上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影するためのモ
ード。
（４）水中モード：水中撮影に最適なホワイトバランスに設定し、青みを押さえた色合い
で撮影するモード。
（５）夕焼け撮影モード：シルエットを強調し、赤を強調して撮影するモード
（６）ポートレート撮影モード：背景をぼかして人物を浮き立たせるようにして人物撮影
に特化したモード。
（７）スポーツ撮影モード：動きの早い被写体をとるのに特化した設定とする撮影モード
。
（８）スノー撮影モード：雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残さず撮影
するモード。
（９）ナイト＆スナップ撮影モード：三脚なしで夜景と人物をきれいに撮るのに適したモ
ード。
（１０）スポットライト撮影モード：スポットライトが当たった被写体をきれいに撮るモ
ード。
　撮影者は、ＦＵＮＣボタン２０１がタッチされて表示される撮影モード選択メニューか
ら、ジタルビデオカメラを所望の撮影モードに設定して撮影を行うことができる。
【００２６】
　図２（ｂ）は、水中での記録時のユーザから見たＬＣＤパネル１１１をイメージした図
である。表示アイテムやタッチボタン等の画面構成は、図２（ａ）と変わらないが、画面
全体が薄く見える。これは、水中パックに装着されておりアクリルケース部分１１２で覆
われていること、水中であり視界が悪いこと、ユーザがゴーグル等をしていること等から
、通常と異なりＬＣＤパネル１１１の見え方が変わることを示す。また、図２（ｂ）は、
本実施形態の技術を適用しなかった場合の水中での記録状態を表し、録画状態アイコン２
０４の視認性が悪いことがわかる。
【００２７】
　図２（ｃ）は、図２（ｂ）と同様で、水中での記録時のユーザから見たＬＣＤパネル１
１１をイメージした図である。図２（ｂ）とは異なり、ＬＣＤパネル１１１の周辺に録画
状態枠２０６がＯＳＤで表示されている。録画状態枠２０６は、水中モードで記録中であ
ることを示し、水中モードではない場合、又は、記録停止中に録画状態枠２０６は表示さ
れない。また、図２（ｃ）は、本実施形態の技術を適用した場合の水中での記録状態を表
し、ＬＣＤパネル１１１の周辺に表示するため、ＬＣＤパネル１１１の見えが悪い状況に
おいても、図２（ｂ）より記録状態であることが明らかとなる。なお、水中モード時の記
録状態表示として、録画状態枠２０６のように枠表示としたが、有効表示領域の複数の辺
に表示するのであれば、どのような形状でもよい。例えば、４つ角に丸いアイコンをそれ
ぞれ表示してもよいし、有効表示領域の各辺の中央に丸いアイコンを表示してもよい。
【００２８】
　図３は、水中ケースを装着した時の視野範囲の一例を示し、図１（ｃ）を上側面から見
た図であり、ユーザの視野範囲を視野範囲３０１として点線で表している。また、ＬＣＤ
パネル１１１の視認性を上げるため、アクリルケース部分１１２のうち、ＬＣＤパネル１
１１の前面部分には、他の部材と比べ透過率の高い部材である透過部材３０２が使用され
ている。
　図３（ａ）は、図２（ｂ）と同様に、本実施形態の技術を適用しなかった場合の図であ
る。図３（ａ）においては、ユーザの見る角度と水中パックの形状によっては、録画状態
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アイコン２０４がユーザの視野範囲３０１に収まらず、ユーザは録画状態アイコン２０４
がＬＣＤパネル１１１に表示されていることを確認することができない。
【００２９】
　図３（ｂ）は、図２（ｃ）と同様に、本実施形態の技術を適用した場合の図である。図
３（ｂ）においては、ユーザの見る角度や水中パックの形状に関係なく、録画状態枠２０
６がユーザの視野範囲３０１に収まり、ユーザは録画状態枠２０６の少なくとも一部がＬ
ＣＤパネル１１１に表示されていることを確認することができる。
【００３０】
　図４は、本実施形態において、動画記録を開始して停止するまで間に、ＣＰＵ１０７が
行う記録状態表示の処理を示したフローチャートである。この処理は、ＣＰＵ１０７がプ
ログラム・データ記憶部１０８からプログラムお読み出して実行することによって実現さ
れる。
【００３１】
　まず、Ｓ４０１では、ＣＰＵ１０７は、動画が記録中であることを示す録画状態アイコ
ンを表示する。
　Ｓ４０２では、ＣＰＵ１０７は、内部で保持する表示状態を通常モードとして初期設定
を行う。
【００３２】
　Ｓ４０３では、ＣＰＵ１０７は、撮影モードの取得を行う。
　Ｓ４０４では、ＣＰＵ１０７は、Ｓ４０３で取得した撮影モードと内部で保持する表示
状態とが一致しているかどうかの判定を行い、一致している場合はＳ４１０に移行させ、
一致していない場合はＳ４０５に移行させる。
【００３３】
　Ｓ４０５では、Ｓ４０３で取得した撮影モードが水中モードであるかどうかの撮影環境
判定を行い、水中モードである場合はＳ４０８に移行させ、水中モードでない場合は、Ｓ
４０６に移行させる。
　Ｓ４０８では、録画状態枠２０６を赤色で表示し、水中モード時の録画状態の視認性を
向上させ、Ｓ４０９に移行させる。ここで、録画状態枠２０６の色は録画状態を示す赤色
としたが、他の色としてもよい。例えば、ホワイトバランス等のカメラの設定情報を取得
し、カメラの設定状態に応じて色が変化してもよい。
【００３４】
　Ｓ４０９では、ＣＰＵ１０７は、内部で保持する表示状態を水中モードとし、Ｓ４１０
に移行させる。
　Ｓ４０６では、録画状態枠２０６を消去し、Ｓ４０７に移行させる。通常モード時に、
録画状態枠２０６の消去を行っているのは、視認性の良い通常撮影時には録画状態表示の
変更をする必要がなく、表示アイテムによってカメラ画面を隠さないようにするためであ
る。
【００３５】
　Ｓ４０７では、ＣＰＵ１０７は、内部で保持する表示状態を通常モードとし、Ｓ４１０
に移行させる。
　Ｓ４１０では、ＣＰＵ１０７は、動画記録停止イベントを取得したかどうかの判定を行
い、動画記録停止イベントを取得しない場合はＳ４０３に移行させ、以降の処理を繰り返
し行う。また、動画記録停止イベントを取得した場合はＳ４１１に移行させる。ここで、
動画記録停止イベントとは、操作キー１０６や水中記録キー１１５によるキーイベントで
ある。
【００３６】
　Ｓ４１１では、ＣＰＵ１０７は、録画状態アイコンの消去を行いＳ４１２に移行させる
。
　Ｓ４１２では、ＣＰＵ１０７は、内部で保持する表示状態が水中モードであるかどうか
の判定を行い、水中モードである場合はＳ４１３に移行させ、水中モードでない場合は、
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何も実行せず動画記録処理を終了する。
　Ｓ４１３では、ＣＰＵ１０７は、録画状態枠２０６の消去を行い、動画記録処理を終了
する。
【００３７】
　なお、上述の例では、動画記録開始前から水中モードに切り替わっていた場合は、動画
記録開始後最初の表示が行われる際にＳ４０２～Ｓ４０５、Ｓ４０８、Ｓ４０９の処理が
初期処理として行われる。このため、動画記録開始直後から水中モードの表示状態となる
ものとする。また、動画記録中に撮影モードが他のモードから水中モードに切り替わった
際には、表示状態が通常モードから水中モードに動画記録途中で切り替わる。
【００３８】
　以上のように、本実施形態においては通常時と水中時とで記録状態表示を変え、水中時
の記録状態表示を有効表示領域の複数の辺に表示することにより、水中時の記録状態表示
の視認性を向上させることができる。これにより、水中撮影を行っていることをユーザに
確実に認識させることができる。また、通常時の撮影に影響することなく、水中モード時
の記録状態表示の視認性が向上し、撮り逃しといった撮影ミスを抑制することが可能とな
る。
【００３９】
　次に、水中モード時でスナップ撮影した際の記録状態表示について例示する。スナップ
撮影とは、２、４、８秒等の固定時間動画撮影をする機能である。スナップ撮影は、ＦＵ
ＮＣボタン２０１がタッチされて表示される撮影モード選択メニューから設定可能であり
、上述の水中モードと組み合わせて使用することができる。そして、スナップ撮影の記録
状態表示方法については、撮影時間の進捗情報を有効表示領域の周辺に沿って表示する方
法があげられる。このような、進捗表示を行う場合について記述する。
【００４０】
　図５は、撮影状態において、ＬＣＤパネル１１１に表示される画面の一例を示す模式図
である。図５は、第１の実施形態で説明した図２（ｃ）と画面の構成が同じであるが、図
５には進捗状態（固定の動画記録予定時間に対する、現在までに記録した時間の進捗状況
）を示すブロック５０１が表示されている。全体の録画状態枠２０６に対して、ブロック
５０１で塗りつぶされている状態が進捗状況の割合を示す。このような表示をしている場
合は、水中においても記録状態の視認性がよいが、通常と同一の表現をしていると、水中
モードでの記録なのか通常モードでの記録なのかの区別がつかなくなる。
【００４１】
　図６は、本実施形態において、スナップ記録を開始して停止するまで間に、ＣＰＵ１０
７が行う記録状態表示の処理を示したフローチャートである。このフローチャートの処理
は、ＣＰＵ１０７がプログラム・データ記憶部１０８からプログラムを読み出して実行す
ることによって実現される。
【００４２】
　Ｓ６０１では、ＣＰＵ１０７は、動画が記録中であることを示す録画状態アイコンを表
示する。
　Ｓ６０２では、ＣＰＵ１０７は、スナップ記録であることを示す録画状態枠２０６を青
色で表示する。
　Ｓ６０３では、撮影モードの取得を行い、撮影状態取得処理を行う。
【００４３】
　Ｓ６０４では、ＣＰＵ１０７は、Ｓ６０３で取得した撮影モードが水中モードであるか
どうかを判定し、水中モードである場合はＳ６０５に移行させ、水中モードでない場合に
はＳ６０６に移行させる。
　Ｓ６０５では、ＣＰＵ１０７は、進捗状態を赤色で表示する。従って、撮影モードが水
中モードである場合は、図５のブロック５０１を赤色で表示する。
【００４４】
　Ｓ６０６では、ＣＰＵ１０７は、進捗状態を紺色で表示する。従って、撮影モードが水
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中モードでない場合は、図５のブロック５０１を紺色で表示する。
　Ｓ６０７では、ＣＰＵ１０７は、スナップ記録終了イベントを取得したかどうかの判定
を行い、スナップ記録終了イベントを取得しない場合はＳ６０４に移行させ、進捗状態表
示を繰り返し行う。また、動画記録停止イベントを取得した場合はＳ６０８に移行させる
。
【００４５】
　ここで、スナップ記録終了イベントとは、操作キー１０６や水中記録キー１１５による
キーイベントや撮影開始から固定時間過ぎたことを示す。
　Ｓ６０８では、録画状態アイコンの消去を行いＳ６０９に移行させる。
　Ｓ６０９では、録画状態枠２０６の消去を行いスナップ記録を終了とする。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態においてはスナップ撮影をする際に、水中モードでの
撮影時と通常撮影時とで進捗状況の表示色を変更することで、記録状態表示の視認性を落
とすことなく、水中モードでの撮影をしていることをユーザに明示することが可能となる
。
　なお、本実施形態において、水中モードでの撮影時の進捗状態の色を赤色としたのは、
水中での映像は青み、または緑味がかっている。そのため、青の反対色（緑の補色）であ
り重要な表示を意味する赤色とすることで、水中での進捗状態表示の視認性を向上させる
ことを意図している。赤以外でも、青の反対色（青の補色または色相環における青の補色
の近似色。すなわち、黄、橙、赤）、または緑の反対色（青の補色または色相環における
青の補色の近似色。すなわち、橙、赤、赤紫色）でもよい。また、通常時の進捗表示の色
については紺色としたが、水中モードでの撮影時の色と異なる色であれば特に限定はしな
い。
【００４７】
＜第２の実施形態＞
　前述した第１の実施形態では、水中モード時撮影時の表示アイテムの変化についてのみ
記述したが、これに限るものではない。
　本実施形態では、表示アイテムの変化のみだけでなく、表示画面の明るさを調整可能な
輝度調整部（図示せず）を設け、パネルの輝度を変更することで、さらにＬＣＤパネル１
１１の視認性を向上させることについて例示する。なお、本実施形態の撮像装置の構成及
び記録状態の表示画面の表示例等は、第１の実施形態と同様である。
【００４８】
　図７は、本実施形態において、動画記録を開始して停止するまでの間に、ＣＰＵ１０７
が行う記録状態表示の処理を示したフローチャートである。この処理は、ＣＰＵ１０７が
プログラム・データ記憶部１０８からプログラムを読み出して実行することによって実現
される。
【００４９】
　また、図７のフローチャートの処理において、図４のフローチャートの処理と同様の処
理については、同じステップ番号を付して説明を省略し、パネルの輝度調整を実現するに
あたっての追加処理についてのみ記述する。
　Ｓ７０１では、ＣＰＵ１０７は、パネルの輝度レベルを取得し初期値として内部に格納
する。
　撮影モードが水中モードであった場合のＳ７０３では、ＣＰＵ１０７はパネルの輝度レ
ベルを高とする。ここでは、高というレベルは通常撮影時のパネルの輝度レベルよりも高
いことを示す。
【００５０】
　また、撮影モードが水中モードでなかった場合のＳ７０２では、ＣＰＵ１０７はパネル
の輝度レベルを初期値に戻し、記録開始時に設定されていたパネルの輝度レベルに戻す。
　そして、記録終了時の処理であるＳ７０４では、パネルの輝度レベルを初期値に戻し、
記録開始時に設定されていたパネルの輝度レベルに戻す。
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【００５１】
　以上のように、本実施形態においては、表示アイテムの変化だけでなくパネルの輝度レ
ベルを変えることで、水中モードでの撮影時のＬＣＤパネル１１１の視認性をさらに向上
させることが可能となる。従って、水中撮影時に撮り逃しといった撮影ミスをより抑制す
ることが可能となる。
【００５２】
　なお、上述の各実施形態においては、ユーザ操作によって水中モードに設定された場合
に表示状態を水中モードとする例を説明した。しかしこれに限らず、撮影する環境が水中
であるか否か（あるいは水中パックに収納されているか否か）を自動的に判定して、水中
であると判定した場合（あるいは水中パックに収納されている場合）に表示状態を水中モ
ードとするように制御してもよい。その際、自動的に撮影モードも水中モードに切替える
とより好適である。
【００５３】
　前述した図４、図６及び図７のフローチャートの制御は１つのハードウェアが行っても
よいし、複数のハードウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明
に含まれる。さらに、前述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、各
実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００５４】
　また、前述した実施形態においては、本発明を撮像装置に適用した場合を例にして説明
したが、これはこの例に限定されず動画記録を行う装置であれば適用可能である。例えば
、カメラ付きのパーソナルコンピュータやＰＤＡ、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ
などに適用可能である。
【００５５】
（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、前述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（コンピュータプログラム）を、ネットワーク又は
各種のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。そ
して、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラム
を読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５６】
２０１　ＦＵＮＣボタン、２０２　フォトボタン、２０３　撮影時間情報、２０４　録画
状態アイコン、２０５　残バッテリ情報、２０６　録画状態枠、２１０　被写体
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